
         

◆
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
に

つ
い
て 

 

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

公
的
年

金
等
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得
額
が
一
定

基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支

援

年
金
に
上
乗
せ
し
て
支

給

 

次
の
支
給
要
件
に
該
当

新
た
に
給

付
金
を
受
け
取

年
金
生
活
者
支

援
給
付
金
請
求
書
の
提
出
が
必
要

 

●
支
給
要
件 

 

次
の
支
給
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い 

る
方
が
対
象

 

 

 

①
６５
歳
以
上
※
１
で
老
齢
基
礎
年
金 

を
受
け
て
い
る

 

 

②
請
求
さ
れ
る
方
の
世
帯
全
員
の
町
民

税
が
非
課
税

 

 

③
前
年
の
年
金
収
入
額
※
２
と
そ
の
他

の
所
得
額
の
合
計
が 

の

 

※
１ 

請
求
書

６５
歳
に
な
る
誕
生
日

の
前
日
以
降
に
ご
提
出

 

※
２ 

障
害
年
金
・
遺
族
年
金
等
の
非
課

税
収
入
は
含

  

 

①
障
害
年
金
又
は
遺
族
年
金
を
受
給
し

て
い
る

 

 

②
前
年
の
所
得
額
が 

以
下
の

 

 

所
得
額
に
は

障
害
年
金
等
の
非

課
税
収
入
は
含

 
扶
養
親
族
の
数
に
応
じ
て
増
額
さ
れ

 

●
お
知
ら
せ 

 

老
齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給 

さ
れ
て
い
る
方

令
和
５
年
度
に
お
い 

所
得
額
が
前
年
よ
り
低
下
し
た
こ
と 

等

新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給 

付
金
の
支
給
対
象
と
な
る
方

令
和 

５
年
９
月
頃
か
ら

 

か
ら
簡
易
な
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請 

は
が
き

が
送
付

 

●
請
求
手
続
の
流
れ 

①
請
求
書
に
氏
名
な
ど
を
記
入

旭
川
年
金
事
務
所
又
は
役
場
住
民
課

に
提
出

 

※
こ
れ
か
ら
基
礎
年
金
を
請
求
す
る
方

基
礎
年
金
の
請
求
書
と
一
緒
に

提
出

 

②
審
査
結
果
の
通
知
が
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付

 

※
年
金
の
請
求
書
と
併
せ
て
提
出
さ
れ

た

の
通
知
は
年
金
証

書
送
付
後
に
送

 

③
支
払
月
の
上
旬

振
込
通
知
書
が

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付

 

④
通
知
書
に
記
載
の
あ
る
給
付
額
が
年

金
に
上
乗
せ
支
給
と
な
る
額
に
な
り

 

★
支
給
要
件
を
満
た
す

降
の
手
続
は
原
則
不
要

 

★
支
給
要
件
を
満

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
支
給
さ
れ

際

年
金
生
活
者
支

が
送
付
さ

 

給
付
金
の
支
払
は

カ
月
分
を

翌
々
月
の
中
旬
に
年
金
と
同
じ
受
取
口
座

年
金
と
は
別
途
支
払

 
(例)
４
月
分
と
５
月
分

金
の
支
払
日
と

に
振
り
込
ま
れ
ま

 原

し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
の

支
払

速
や
か
な
請
求

手
続
を
お
願

 

◆
日
本
年
金
機
構
を
装

不
審
な 

Ｓ
Ｍ
Ｓ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い 

 

を
装

不
審 

な
Ｓ
Ｍ
Ｓ
が
確
認

日 

本
年
金
機
構
か
ら
Ｓ
Ｍ
Ｓ
に
よ
り
連
絡
す 

注
意
く 

日
本
年
金
機
構

 

を
利
用
す
る
際

ブ
ラ
ウ
ザ
の
ア
ド 

レ
ス
欄

日
本
年
金
機
構

 

ジ
ア
ド
レ
ス 

https://w
w

w.nenkin.go.jp

が
表
示
さ 

れ
て
い
る
こ
と
を
必
ず
ご
確
認
く

 
  

◆
給
付
金
の
お
問
い
合
わ
せ
は 

へ 

０
５
７
０―

０５―

４
０
９
２ 

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か
け
に

な
る
場
合
は 

０３―

５
５
３
９―

２
２
１
６ 

又
は
旭
川
年
金
事
務
所 

０
１
６
６―

２５―

５
６
０
６ 

ま
で
お
問
い
合

 

※
お
問
い
合
わ
せ
の
際

基
礎
年
金
番

号
が
わ
か
る
も
の
を
ご
用
意

 


